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自己株式の消却に関するお知らせ 
（会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却） 

 

 当社は、平成 27 年 2月 16 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき自己

株式の消却を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 消却を行う理由 

 将来の希薄化懸念を払拭することを目的とした自己株式の消却を行うものであります。 

 

2. 消却の内容 

(1) 消却する株式の種類 当社普通株式 

(2) 消却する株式の数 2,000,000 株 

(3) 消却予定日 平成 27 年 3月 27 日 

 

（ご参考） 

 消却後の発行済株式総数は、89,597,500 株となります。 

 （注）消却後の発行済株式総数は平成 27 年 3月 27 日に予定している当社普通株式 6,000,000 株の消却（平成 27 年 

2 月 3 日開示）を前提に算出しております。 

 

以 上 


